
 工事施行成績評定基準（平成 14 年３月 27 日付け技管第 1228 号） 

 変更後 変更前 備考 
 

  

 

 

   工事施行成績評定基準 

 

 第１ 通則 

  ＜ 略 ＞ 

 第２ 評定項目 

  ＜ 略 ＞ 

 第３ 評定方法 

   １ 土木工事 

(1) 評定者は工事監督員１、工事監督員２、検査員とするが、工事監督員１及び工事監

督員２については、各部の監督体制に応じて評定者を指定することとする。 

(2) 評定については、「工事成績採点表」（様式１-Ｋ(土木用)）及び「細目別評定点採点

表（別記様式１－2(土木用)）で行うこととし、「考査項目別運用表」（様式－２～5）

で該当する事項を工事成績採点表の考査項目欄の加減点を記入するものとする。 

  なお、評定にあたっては、「記入方法及び留意事項」（別紙１、土木工事のみ適用）

及び「施工プロセス」のチェックリスト」（別紙２、土木用）「工事現場等における施

工体制、施工状況点検・確認要領」を考慮するものとする。 

  また、工事における「工事特性」、「創意工夫」及び「社会性等」に関しては、請負

者は当該工事における実施状況（別紙３(土木用)）を提出できるものとし、提出があ

った場合はこれも考慮するものとする。 

(3) 評定者ごとの評定点は、第２項により付された各考査項目ごとの評価点を、標準点

（65 点）から加減した値とする。 

(4) 請負工事の合計評定点は、次により算出するものとする。 

この場合、合計評定点の算出に当たっては小数第１位を四捨五入するものとする。 

ア 検査が工事完成検査のみの場合 

合計評定点＝（工事監督員１の評定点）×0.34＋（工事監督員２の評定点）×0.26

＋（検査員の評定点）×0.4－（法令遵守等の評価点）－（その他） 

イ  検査が工事完成検査のほかに部分検査及び中間検査（以下「部分検査等」とい

う。）がある場合 

合計評定点＝（工事監督員１の評定点）×0.34＋（工事監督員２の評定点）×0.26

＋（検査員（部分検査等）の評定点）×0.2＋（検査員（完成検査）の評定点）×0.2

－（法令遵守等の評価点）－（その他） 

  ＊ただし、主要な工種が部分検査及び中間検査で実施された場合は、完成検査でも部

分検査及び中間検査を含めた一つの工事として評定できる。 

(5) 細目別評定点は別記様式１－２(土木用)により算出するものとし、算出にあたって

は小数第４位を四捨五入するものとする。 

(6) 前項(4)の合計評定点の算出において、部分検査等が２回以上ある場合の検査員（部

分検査等）の評定点は、それぞれの部分検査等における評定点を平均した値とする。

この場合、平均値の算出に当たっては小数第２位を四捨五入するものとする。 

  ２ 営繕工事 

   ＜ 略 ＞ 

 第４ 評定の修正 

  ＜ 略 ＞ 

 第５ その他 

  ＜ 略 ＞ 

 

   工事施行成績評定基準 

 

 第１ 通則 

  ＜ 略 ＞ 

 第２ 評定項目 

  ＜ 略 ＞ 

 第３ 評定方法 

   １ 土木工事 

(1) 評定者は工事監督員１、工事監督員２、検査員とするが、工事監督員１及び工事監督

員２については、各部の監督体制に応じて評定者を指定することとする。 

(2) 評定については、「工事成績採点表」（様式１-Ｋ(土木用)）及び「細目別評定点採点表

（別記様式１－2(土木用)）で行うこととし、「考査項目別運用表」（様式－２～5）で

該当する事項を工事成績採点表の考査項目欄の加減点を記入するものとする。 

  なお、評定にあたっては、「記入方法及び留意事項」（別紙１、土木工事のみ適用）

及び「施工プロセス」のチェックリスト」（別紙２、土木用）「工事現場等における施

工体制、施工状況点検・確認要領」を考慮するものとする。 

  また、工事における「工事特性」、「創意工夫」及び「社会性等」に関しては、請負

者は当該工事における実施状況（別紙３(土木用)）を提出できるものとし、提出があ

った場合はこれも考慮するものとする。 

(3) 評定者ごとの評定点は、第２項により付された各考査項目ごとの評価点を、標準点

（65 点）から加減した値とする。 

(4) 請負工事の合計評定点は、次により算出するものとする。 

この場合、合計評定点の算出に当たっては小数第１位を四捨五入するものとする。 

ア 検査が工事完成検査のみの場合 

合計評定点＝（工事監督員１の評定点）×0.34＋（工事監督員２の評定点）×0.26

＋（検査員の評定点）×0.4－（法令遵守等の評価点）－（その他） 

イ  検査が工事完成検査のほかに部分検査及び中間検査（以下「部分検査等」という。）

がある場合 

合計評定点＝（工事監督員１の評定点）×0.34＋（工事監督員２の評定点）×0.26

＋（検査員（部分検査等）の評定点）×0.2＋（検査員（完成検査）の評定点）×0.2

－（法令遵守等の評価点）－（その他） 

(5) 細目別評定点は別記様式１－２(土木用)により算出するものとし、算出にあたっては

小数第４位を四捨五入するものとする。 

(6) 前項(4)の合計評定点の算出において、部分検査等が２回以上ある場合の検査員（部

分検査等）の評定点は、それぞれの部分検査等における評定点を平均した値とする。

この場合、平均値の算出に当たっては小数第２位を四捨五入するものとする。 

   

 

２ 営繕工事 

   ＜ 略 ＞ 

 第４ 評定の修正 

  ＜ 略 ＞ 

 第５ その他 

  ＜ 略 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 評定方法 

 本文（追記） 

 ■建設部土木用■ ■建設部土木用■  



 工事施行成績評定基準（平成 14 年３月 27 日付け技管第 1228 号） 

 変更後 変更前 備考 
 

 様式－１K①(建設部土木用) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式－１K①(建設部土木用) 

 

 

 

 

 

検査員の評定点において、主要な工種（工事の

大部分）が中間検査及び部分検査で実施済の場

合等の、完成検査（評定点）の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 別記様式 1-２(土木用) 

細目別評定点採点表 

＜ 略 ＞ 

別記様式 1-２(土木用) 

細目別評定点採点表 

＜ 略 ＞ 

 

 

（変更なし） 

 土木工事成績評定考査項目別運用表の目次 

 

＜ 略 ＞ 

 

土木工事成績評定考査項目別運用表の目次 

 

＜ 略 ＞ 

 

 

（変更なし） 

 様式－２Ｋ①(土木用) 様式－２Ｋ①(土木用)  

様式－１K①(建設部土木用)

工事番号
工事
内容 作成月日

工事名
　
円

　
円

請負者名

評価項目 細　　　別 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ ａ ｂ ｃ ｄ ｅ ａ ｂ ｃ ｄ ｅ ａ ａ’ ｂ ｂ’ ｃ ｄ ｅ ａ ａ’ ｂ ｂ’ ｃ ｄ ｅ ａ ａ’ ｂ ｂ’ ｃ ｄ ｅ

Ⅰ.施工体制一般 +2.0 +1.0 0 -5.0 -10.0

Ⅱ.配置技術者 +4.0 +2.0 0 -5.0 -10.0

Ⅰ.施工管理 +5.0 +2.5 0 -5.0 -10.0 +5.0 +2.5 0 -7.5 -15.0 +5.0 +2.5 0 -7.5 -15.0 +5.0 +2.5 0 -7.5 -15.0

Ⅱ.工程管理 +4.0 +2.0 0 -5.0 -10.0 +2.0 +1.0 0 -7.5 -15.0

Ⅲ.安全対策 +5.0 +2.5 0 -5.0 -10.0 +4.0 +2.0 0 -7.5 -15.0

Ⅳ.対外関係 +3.0 +1.5 0 -2.5 -5.0

３．出来形
Ⅰ.出来形 +5.0 +2.5 0 -2.5 -5.0 +10.0 +7.5 +5.0 +2.5 0 -10.0 -20.0 +10.0 +7.5 +5.0 +2.5 0 -10.0 -20.0 +10.0 +7.5 +5.0 +2.5 0 -10.0 -20.0

及び Ⅱ.品質 +7.0 +3.5 0 -2.5 -5.0 +15.0 +12.0 +7.5 +4.0 0 -12.5 -25.0 +15.0 +12.0 +7.5 +4.0 0 -12.5 -25.0 +15.0 +12.0 +7.5 +4.0 0 -12.5 -25.0

出来ばえ
Ⅲ.出来ばえ +5.0 +2.5 0 -5.0 +5.0 +2.5 0 -5.0 +5.0 +2.5 0 -5.0

４.工事特性 Ⅰ.工事特性　 ※２

５.創意工夫 Ⅰ.創意工夫　　 ※２

６.社会性等 Ⅰ.地域への貢献等 ※２

※１　１～３の評定　（６５点±加減点合計）＋４～６の評定　（加点合計）＝評定点

※２　４．工事特性、５．創意工夫及び６．社会性等の評定は、工事全般を通して、特に優れた技術等を加点評価する。

※３　７．法令遵守等、８．その他の評価は、減点評価のみとする。

※４　所見は、特筆すべきことがあった場合に記載するものとする。

※５　各考査項目ごとの採点は、工事監督員は様式－２K～２Ｃ（土木用）、様式－３K、様式－４K～４Ｃ（土木用）、検査員は様式－５K～５Ｃ（土木用）によるものとし、検査員の評価に先立ち、工事監督員が記入する。

※６　工事内容の欄には各部で定める主な工事内容コードを記入する。 　 　

※７　評定者は、各部の監督体制に応じて評定者を指定することとする。

工事施行成績採点表
※６ ※６ ※６

機関名　　　

契約工期 完成年月日 　　　　 年　 　月　　 日

最終契約金額

　　　　年　　月　　日　～　　　　　年　　月　　日

監督員　　職・氏名 主任監督員等　　職・氏名
主任又は総括監督員　職・氏

名

当初契約金額

　 　

２.施工状況

+16.0    ～     0

+9.0    ～     0

１.施工体制

考査項目

工事監督員１ ※7 工事監督員２　※7

検査員　職・氏名　(部分・中間）

　 　

検査員　職・氏名　(部分・中間） 検査員　職・氏名　(完成)

+4.0    ～     0

　加減点合計（1+2+3+4+5+6） ±　　　　　点 ±　　　　　点 ±　　　　　点 ±　　　　　点 ±　　　　　点

　評定点（65±加減点合計）※１
①

点
②　　　　　　　　　　　　点 ③　　　　　　　　　　　　点 ③　　　　　　　　　　　　点 ④　　　　　　　　　　　　点

　総　　合　　評　　定　　点 　　　　　　　　　　　　　点

評定点小計

○部分（臨時）検査があった場合：（①点×0.34＋②点×0.26＋③点×0.2＋④点×0.2）＝評定点（小数第１位を四捨五入）　　※１　但し、③（部分、臨時）が２回以上の場合は平均値

※２　主要な工種が部分検査及び中間検査で実施された場合は完成検査でも同様の評価点として採点できる

○部分（臨時）検査がなかった場合：（①点×0.34＋②点×0.26＋④点×0.4）＝評定点（小数第１位を四捨五入）

７．法令遵守等　※３ －　　　　　　　点

８．その他　　　※３ ±　　　　　　　点

合計評定点 ○評定点小計（　　　　点）－法令遵守等、その他（　　　　点）＝　　　　　　点

（検査員）

所見　※４

（監督員） （主任監督員等） （主任又は総括監督員） （検査員） （検査員）

様式－１K①(建設部土木用)

工事番号
工事

内容 作成月日

工事名
　

円

　

円

請負者名

評価項目 細　　　別 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ ａ ｂ ｃ ｄ ｅ ａ ｂ ｃ ｄ ｅ ａ ａ’ ｂ ｂ’ ｃ ｄ ｅ ａ ａ’ ｂ ｂ’ ｃ ｄ ｅ ａ ａ’ ｂ ｂ’ ｃ ｄ ｅ

Ⅰ.施工体制一般 +2.0 +1.0 0 -5.0 -10.0

Ⅱ.配置技術者 +4.0 +2.0 0 -5.0 -10.0

Ⅰ.施工管理 +5.0 +2.5 0 -5.0 -10.0 +5.0 +2.5 0 -7.5 -15.0 +5.0 +2.5 0 -7.5 -15.0 +5.0 +2.5 0 -7.5 -15.0

Ⅱ.工程管理 +4.0 +2.0 0 -5.0 -10.0 +2.0 +1.0 0 -7.5 -15.0

Ⅲ.安全対策 +5.0 +2.5 0 -5.0 -10.0 +4.0 +2.0 0 -7.5 -15.0

Ⅳ.対外関係 +3.0 +1.5 0 -2.5 -5.0

３．出来形
Ⅰ.出来形 +5.0 +2.5 0 -2.5 -5.0 +10.0 +7.5 +5.0 +2.5 0 -10.0 -20.0 +10.0 +7.5 +5.0 +2.5 0 -10.0 -20.0 +10.0 +7.5 +5.0 +2.5 0 -10.0 -20.0

及び Ⅱ.品質 +7.0 +3.5 0 -2.5 -5.0 +15.0 +12.0 +7.5 +4.0 0 -12.5 -25.0 +15.0 +12.0 +7.5 +4.0 0 -12.5 -25.0 +15.0 +12.0 +7.5 +4.0 0 -12.5 -25.0

出来ばえ
Ⅲ.出来ばえ +5.0 +2.5 0 -5.0 +5.0 +2.5 0 -5.0 +5.0 +2.5 0 -5.0

４.工事特性 Ⅰ.工事特性　 ※２

５.創意工夫 Ⅰ.創意工夫　　 ※２

６.社会性等 Ⅰ.地域への貢献等 ※２

※１　１～３の評定　（６５点±加減点合計）＋４～６の評定　（加点合計）＝評定点

※２　４．工事特性、５．創意工夫及び６．社会性等の評定は、工事全般を通して、特に優れた技術等を加点評価する。

※３　７．法令遵守等、８．その他の評価は、減点評価のみとする。

※４　所見は、特筆すべきことがあった場合に記載するものとする。

※５　各考査項目ごとの採点は、工事監督員は様式－２K～２Ｃ（土木用）、様式－３K、様式－４K～４Ｃ（土木用）、検査員は様式－５K～５Ｃ（土木用）によるものとし、検査員の評価に先立ち、工事監督員が記入する。

※６　工事内容の欄には各部で定める主な工事内容コードを記入する。 　 　

※７　評定者は、各部の監督体制に応じて評定者を指定することとする。

工事施行成績採点表
※６ ※６ ※６

機関名　　　

契約工期 完成年月日 　　　　 年　 　月　　 日

最終契約金額

　　　　年　　月　　日　～　　　　　年　　月　　日

監督員　　職・氏名 主任監督員等　　職・氏名 主任又は総括監督員　職・氏名

当初契約金額

　 　

２.施工状況

+16.0    ～     0

+9.0    ～     0

１.施工体制

考査項目

工事監督員１ ※7 工事監督員２　※7

検査員　職・氏名　(部分・中間）

　 　

検査員　職・氏名　(部分・中間） 検査員　職・氏名　(完成)

+4.0    ～     0

　加減点合計（1+2+3+4+5+6） ±　　　　　点 ±　　　　　点 ±　　　　　点 ±　　　　　点 ±　　　　　点

　評定点（65±加減点合計）※１ ①　　　　　　　　　　　　点 ②　　　　　　　　　　　　点 ③　　　　　　　　　　　　点 ③　　　　　　　　　　　　点 ④　　　　　　　　　　　　点

　総　　合　　評　　定　　点 　　　　　　　　　　　　　点

評定点小計

○部分（臨時）検査があった場合：（①点×0.34＋②点×0.26＋③点×0.2＋④点×0.2）＝評定点（小数第１位を四捨五入）　　※但し、③（部分、臨時）が２回以上の場合は平均値

○部分（臨時）検査がなかった場合：（①点×0.34＋②点×0.26＋④点×0.4）＝評定点（小数第１位を四捨五入）

７．法令遵守等　※３ －　　　　　　　点

８．その他　　　※３ ±　　　　　　　点

合計評定点 ○評定点小計（　　　　点）－法令遵守等、その他（　　　　点）＝　　　　　　点

（検査員）

所見　※４

（監督員） （主任監督員等） （主任又は総括監督員） （検査員） （検査員）



 工事施行成績評定基準（平成 14 年３月 27 日付け技管第 1228 号） 

 変更後 変更前 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道建設部土木工事共通

仕様書との整合をとるため

改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 様式－２Ｋ②(土木用) ～ 様式－５Ｃ⑩-40 

 

工事成績採点の考査項目別運用表 

＜ 略 ＞ 

 

様式－２Ｋ②(土木用) ～ 様式－５Ｃ⑩-40 

 

工事成績採点の考査項目別運用表 

＜ 略 ＞ 

 

 

（変更なし） 

 別紙１  「記入方法及び留意事項」 

別紙 2-1(土木用)  「施工プロセス」のチェックリスト 

別紙３(土木用)  工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書 

＜ 略 ＞ 

別紙１  「記入方法及び留意事項」 

別紙 2-1(土木用)  「施工プロセス」のチェックリスト 

別紙３(土木用)  工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書 

＜ 略 ＞ 

 

（変更なし） 

  

■営繕用■ 

 

■営繕用■ 

 

様式－２Ｋ①(土木用) 工事番号

(共通・監督員用）

評価項目 細別 b c

1.施工体制 Ⅰ.施工体制一般 ほぼ適切である。 他の事項に該当しない。

該当 評価 「評価対象項目」 評価 評価

□ □ □

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□ ）

該当項目の内達成項目が９０％以上………ａ

該当項目の内達成項目が８０％～９０％未満………ｂ

評価率 該当項目の内達成項目が８０％未満………ｃ

評定 ※該当項目が２項目以下の場合はｃ評価とする。

点数

適切である。 やや不適切である。

工事成績採点の考査項目別運用表

  [記入方法]  該当する項目に１を入れる。

a d ｅ

　「施工プロセスのチェック」、「工事現場等における施工体制
点検・確認要領」で指摘事項がなかった。

　その他（理由：

　コリンズの登録（５百万円以上）が監督員の確認を受けた上で
工期開始後１０日以内に行われている。

　社内検査の時期、確認事項が工事全般にわたり良く把握されて
いる。（社内体制が確立され、有効に機能している。）

　社内検査員の身分（社員）、経歴が確認でき適正である。

　建設業許可標識、法令その他必要な標識を公衆の見やすい場所
に掲示している。

　緊急指示、災害、事故等が発生した場合の体制が整っている。

　施工計画書と現場の施工体制が一致している。

　作業分担と責任の範囲が施工体制台帳、施工体系図（全ての工
事を対象）もしくは施工計画書で確認できる。

不適切である。

　施工計画書（変更計画書を含む）を工事着手前に提出してい
る。

　施工体制台帳、施工体系図（全ての工事を対象）が整備され、
施工体制図も現場に掲げられている。

　施工体制一般に関し
て、工事監督員が文書に
よる改善指示を行った。

　施工体制一般に関し
て、工事監督員からの文
書による改善指示に従わ
なかった。

様式－２Ｋ①(土木用) 工事番号

(共通・監督員用）

評価項目 細別 b c

1.施工体制 Ⅰ.施工体制一般 ほぼ適切である。 他の事項に該当しない。

該当 評価 「評価対象項目」 評価 評価

□ □ □

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□ ）

該当項目の内達成項目が９０％以上………ａ

該当項目の内達成項目が８０％～９０％未満………ｂ

評価率 該当項目の内達成項目が８０％未満………ｃ

評定 ※該当項目が２項目以下の場合はｃ評価とする。

点数

適切である。 やや不適切である。

工事成績採点の考査項目別運用表

  [記入方法]  該当する項目に１を入れる。

a d ｅ

　「施工プロセスのチェック」、「工事現場等における施工体制
点検・確認要領」で指摘事項がなかった。

　その他（理由：

　コリンズの登録（５百万円以上）が監督員の確認を受けた上で
契約後１０日以内に行われている。

　社内検査の時期、確認事項が工事全般にわたり良く把握されて
いる。（社内体制が確立され、有効に機能している。）

　社内検査員の身分（社員）、経歴が確認でき適正である。

　建設業許可標識、法令その他必要な標識を公衆の見やすい場所
に掲示している。

　緊急指示、災害、事故等が発生した場合の体制が整っている。

　施工計画書と現場の施工体制が一致している。

　作業分担と責任の範囲が施工体制台帳、施工体系図（全ての工
事を対象）もしくは施工計画書で確認できる。

不適切である。

　施工計画書（変更計画書を含む）を工事着手前に提出してい
る。

　施工体制台帳、施工体系図（全ての工事を対象）が整備され、
施工体制図も現場に掲げられている。

　施工体制一般に関し
て、工事監督員が文書に
よる改善指示を行った。

　施工体制一般に関し
て、工事監督員からの文
書による改善指示に従わ
なかった。



 工事施行成績評定基準（平成 14 年３月 27 日付け技管第 1228 号） 

 変更後 変更前 備考 
 

 様式－１(営繕用) 

  

工事成績評定採点表 

＜ 略 ＞ 

 

様式－１(営繕用) 

  

工事成績評定採点表 

＜ 略 ＞ 

 

 

（変更なし） 

 

 

 

 別記様式 1-２(営繕用) 

 

細目別評定点採点表 

＜ 略 ＞ 

 

別記様式 1-２(営繕用) 

 

細目別評定点採点表 

＜ 略 ＞ 

 

 

（変更なし） 

 監督員用(様式 2) 

 

考査項目別運用表（営繕用） 

＜ 略 ＞ 

 

監督員用(様式 2) 

 

考査項目別運用表（営繕用） 

＜ 略 ＞ 

 

 

（変更なし） 

 主任監督員用(様式 3) 

 

考査項目別運用表（営繕用） 

＜ 略 ＞ 

 

主任監督員用(様式 3) 

 

考査項目別運用表（営繕用） 

＜ 略 ＞ 

 

 

（変更なし） 

 総括監督員等用(様式 3) 

 

考査項目別運用表（営繕用） 
考査項目 

(細別) 
評価対象項目 

４．工事特性 

（施工条件等 

への対応）～ 

８．その他 

＜ 略 ＞ 

  

総括監督員等用(様式 3) 

 

考査項目別運用表（営繕用） 
考査項目 

(細別) 
評価対象項目 

４．工事特性 

（施工条件等 

への対応）～ 

８．その他 

＜ 略 ＞ 

  

 

 

（変更なし） 

 検査員(完成)用(様式 4) 

 

考査項目別運用表（営繕用） 

＜ 略 ＞ 

 

検査員(完成)用(様式 4) 

 

考査項目別運用表（営繕用） 

＜ 略 ＞ 

 

 

（変更なし） 

 別紙２  「施工プロセス」チェックリスト（営繕用） 

 

＜ 略 ＞ 

 

別紙２  「施工プロセス」チェックリスト（営繕用） 

 

＜ 略 ＞ 

 

 

（変更なし） 

 


